
第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

 

 

 

 

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
がん検診等に関する事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部成人健診課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
市民の健康増進のために利用 

記 録 項 目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日、5 電話番号、6 世帯状況、7 課

税状況、8 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入状況、9 生活保護

利用状況、10 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事す

る者(以下「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期

発見のための健康診断その他の検査(以下「健康診断等」という。)

の結果、11 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心

身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改

善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと 

記 録 範 囲 八王子市に住民票を置く市民 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 本人及び医療機関からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
自治体中間サーバ 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部成人健診課 

（所在地）八王子市元本郷町三丁目 24 番 1 号 
訂 正 及 び 利 用 停 止 に 

関 す る 他 の 法 令 の 規 定 

に よ る 特 別 の 手 続 等 
 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   ☑ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿   

 

 

 

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの  

名 称 

後期高齢者の健康診査及び無保険者の健康診査等に関す

る事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが  

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部成人健診課 

個人情報ファイルの  

利 用 目 的 

後期高齢者の健康診査及び無保険者の健康増進のために

利用 

記 録 項 目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日、5 電話番号、6 世帯状況、7 課

税状況、8 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入状況、9 生活保護

利用状況、10 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事す

る者(以下「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期

発見のための健康診断その他の検査(以下「健康診断等」という。)

の結果、11 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心

身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改

善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと 

記 録 範 囲 後期高齢者及び無保険者 

個人情報を取り扱う  

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法  本人及び医療機関からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
東京都国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部成人健診課 

（所在地）八王子市元本郷町三丁目 24 番 1 号 
訂 正 及 び 利 用 停 止 に 

関 す る 他 の 法 令 の 規 定 

に よ る 特 別 の 手 続 等 

 

個人情報ファイルの  

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   ☑ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿   

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 

国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関する

事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部成人健診課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
国民健康保険被保険者の健康増進のために利用 

記 録 項 目 

1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日、5 電話番号、6 世帯状

況、7 課税状況、8 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入状

況、9 生活保護利用状況、10 本人に対して医師その他医療に関

連する職務に従事する者(以下「医師等」という。)により行わ

れた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査

(以下「健康診断等」という。)の結果、11 健康診断等の結果

に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、

本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は

診療若しくは調剤が行われたこと 

記 録 範 囲 国民健康保険被保険者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 本人及び医療機関からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
東京都国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部成人健診課 

（所在地）八王子市元本郷町三丁目 24 番 1 号 

訂 正 及 び 利 用 停 止 に 

関する他の法令の規定 

に よ る 特 別 の 手 続 等 
 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   ☑ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  


